別表第１　改修要件

	要　　件

	１　既存住宅の外皮部分（住宅の外気に接する部分）すべての窓（注１）を改修すること。ただし、次の窓は改修を要件としない。

（１）３００×２００ｍｍ以下のガラスを用いた窓
（２）換気を目的としたジャロジー窓
（３）テラスドア及び勝手口ドア

（４）天窓（補助対象製品を用いた改修を行う場合は補助対象とする。）

２　玄関外皮の窓を改修する場合は、玄関ドアと一体でない窓は改修すること。ただし、玄関ドアと一体不可分な開口部（袖ガラス・欄間ガラス等）は改修の対象外としてもよい。

３　窓の改修工法は、カバー工法窓取付、外窓交換、内窓取付とすること。
４　玄関ドアは、窓の改修と同時に改修する場合のみ補助対象とし、熱貫流率が４．７Ｗ／（㎡・Ｋ）以下であること。



（注１）補助金の交付を申請する時点において、既存住宅に既に一部取り　　　　付けてある窓が補助対象製品である場合、次の書類の写しをすべて提出することで、その部分の改修は要件としないこととする。ただし、既に取り付けてある窓に係る経費は補助対象外とする。

ア　建築士による証明書（補助対象製品の製品名・登録番号、及び建築士登録番号、建築士の氏名を記載し、押印をした証明書（書式自由））

イ　建築士免許

ウ　当該補助対象製品の出荷証明書（日付（発行日、納品日、施工日等）、発行先、発行者、製品情報（メーカー名、製品名、登録番号）、数量・サイズ、数値等が記載されているもの）

エ　当該補助対象製品のカタログ

オ　当該補助対象製品を示した平面図・立面図

カ　当該補助対象製品の現況写真、製品名が分かる写真
別表第２　補助対象経費の算定基準等

（１）窓の補助対象経費

ア　算定基準
	算定基準
	イに定める施工面積にウに定める基準単価を乗じた金額の合計


イ　施工面積 

	施工面積
	窓（サッシ）の幅（Ｗ）×高さ（Ｈ）で求めた面積の合計（小数点第３位切り捨て）


ウ　基準単価

	補助対象製品（窓）のグレードごとに定めた次に示す単価をいい、熱貫流率（Ｕ値）により設定する。
（単位：円／㎡）

窓　の　改　修

カバー工法窓取付、外窓交換

(樹脂又はアルミ樹脂複合等)

内窓取付

グレード

（Ｕｗ値）

基準単価

グレード

（Ｕｗ値）

基準単価

Ｗ１

（1.3以下）

６０，０００

Ｗ５

（2.3以下）

３０，０００

Ｗ２

（1.4～1.6以下）

５５，０００

Ｗ３

（1.7～1.9以下）

５０，０００

Ｗ４

（2.0～2.3以下）

４０，０００




（２）玄関ドアの補助対象経費
	補助対象経費
	製品購入、据え付け及び工事等の改修に要する経費

（上限１５万円）

※　改修前の玄関ドアの撤去に係る工事費、処分費、運搬費等を除く。


※　玄関ドアが補助対象となる場合は、この補助対象経費を（１）に加算

する。
別表第３　登別市既存住宅断熱改修促進補助金交付申請書兼誓約書（別記様式第１号）の添付書類

	添　付　書　類

	１　補助金計算シート（既存住宅断熱改修用）及び明細書（既存住宅断熱改修用）

２　納期の到来した市区町村税について未納がないことを確認できる書類の写し
３　補助対象製品の購入及び設置等工事に要する費用が分かる書類（見積書等）の写し
４　図面等（改修する窓及び玄関ドアを示した平面図、立面図、建具表等）の写し
５　玄関ドアが補助対象となる場合は、玄関ドアの熱貫流率を確認できる書類の写し
６　既存住宅の全景、改修を行う窓及び玄関ドアの工事着手前の現況写真
７　既存住宅に常時居住していることを確認できる書類（住民票、運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等）の写し
　※　当該申請時点で居住していない場合は登別市既存住宅断熱改修促進補助金実績報告書（別記様式第６号）に添付すること
８　既存住宅の建物の登記事項証明書（申請者が権利部（甲区）に所有者として登記されているもの）の写し

　※　当該申請時点で既存住宅を所有していない場合は登別市既存住宅断熱改修促進補助金実績報告書（別記様式第６号）に添付すること
９　その他市長が必要と認める書類


別表第４　登別市既存住宅断熱改修促進補助金実績報告書（別記様式第６号）の添付書類

	添　付　書　類

	１　交付決定者の本人確認書類（住民票、運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等）の写し（記載されている住所と既存住宅の所在地が一致しているもの）

　※　交付申請時に提出したものと内容に変更がない場合は不要

２　対象工事に要した費用に係る領収書の写し又はこれに準ずる書類
３　対象工事を行った窓及び玄関ドアの工事完了時の写真

４　対象工事に使用した製品の出荷証明書（既存住宅断熱改修用）の写し

５　既存住宅の建物の登記事項証明書（交付決定者が権利部（甲区）に所有者として登記されているもの）の写し
　※　交付申請時に提出したものと内容に変更がない場合は不要
６　設置・引き渡し完了証明書の写し


